
差分計量のお申込みについて
東北電力ネットワーク株式会社

ＦＩＴ発電設備がある発電場所において，非ＦＩＴ発電設備（ＦＩＴ期間が満
了した発電設備や蓄電池，ガス発電設備など）および買取単価が異なるＦＩＴ発
電設備の逆潮流の計量が，差分計量の適用によって可能となりました。

差分計量の適用につきましては適用条件を満たしたうえで，「再生可能エネル
ギー発電設備低圧系統連系・電力売電申込書」によりお申込みをいただきますよ

うお願いいたします。

１．差分計量の概要

これまでは，非FIT発電設備の逆潮流は不可。 差分計量用メーターを設置することで，FIT発
電設備と非FIT発電設備の逆潮電力量を区別し
て計量することができます。

２．適用条件①

＜売電形態＞

＜電圧・容量＞

【従来】非FITからの逆潮不可 【差分計量開始後】非FITからの逆潮も可



３．適用条件②

差分計量の適用つきましては，下記の事項をご確認のうえお申込みいただきますようお願い
いたします。

（１） 東北電力ネットワーク株式会社は，差分計量メーターで計量する非FIT発電設備から
の逆潮電力量は買取いたしません。非FIT発電設備からの売電につきましては，小売電
気事業者へお問合せくださいますようお願いいたします。

（２） 差分計量用メーターの工事は，お客さまから工事費負担金を実費で申し受け，弊社が
施工および所有いたします。なお，差分計量用メーター設置に関わるお客さまの屋内配
線工事は，お客さまのご負担で実施いただきますようお願いいたします。

（３） 差分計量用メーターは設置後の保守・保安や検針等の観点から，屋外に設置いたしま
す。

４．お申込みの留意点

単位︓キロワット
Ｇ1 Ｇ2 Ｇ3 Ｇ2＋Ｇ3 適用

パターン1 5.5 3.5 4.5 8.0 〇
パターン2 11.0 3.5 4.5 8.0 ×
パターン3 5.5 6.0 4.5 10.5 ×

◆各々の群につき，発電設備容量の合
計が10キロワット未満となる必要が
あります。
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５．お問合せ


